
「熊本県民総合運動公園」における指定管理候補者の選定結果について 

 

 熊本県教育委員会では、「熊本県都市公園条例」第１６条の規定に基づき、「熊本県民総

合運動公園」の指定管理者の公募を行った結果、１団体から提案書類の申請があり、熊本

県教育委員会指定管理候補者選考委員会での審査を経て、指定管理候補者を選定しました

ので、その選定結果を公表します。 

 なお、指定管理者の指定については、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、

議会の議決を経た後に行うこととなります。 

 

１ 施設の名称 

  熊本県民総合運動公園（熊本市東区平山町２７７６番地） 

 

２ 指定管理候補者 

  名 称：熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ 

  代表者：一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団 理事長 寺野 愼吾 

  住 所：熊本市東区平山町２７７６番地 

 

３ 指定期間 

  令和８年（２０２６年）４月１日～令和１３年（２０３１年）３月３１日（予定） 

 

４ 選定理由 

  多様な自主事業プログラムの提案や、高いサービスの提供が行える組織体制が整って

おり、熊本県民総合運動公園の効用をさらに発揮させるものであると期待ができる。 

  また、職員等の資格や職員教育についても十分に整備・計画されている他、財務諸表

等の団体の経営状況も安定しており、事業計画に沿った管理運営を安定して行うために

必要な人員及び財政的基礎を有している点が評価されたことを踏まえ、熊本県スポーツ

振興事業団・ミズノグループを指定管理候補者として選定することとした。 

 

５ 指定管理候補者の事業計画の概要 

  施設の設置目的を踏まえ、老朽化対策を徹底し、安心して利用できる安全基盤の整備

を行い、様々なスポーツイベントや交流イベントを通じて、県民の交流の場の創出・健

康づくりを促進する。 

また、利用者ニーズを反映した自主事業を、地域、関係機関・団体と連携し展開して

いき、利用者増・収入増を図る。 

 

 



６ 教育委員会指定管理候補者選考委員会の審査結果 

 （１）開催日：令和７年（２０２５年）１０月１６日 

 （２）委 員：（委員長）立木 宏樹（熊本学園大学教授） 

             髙木 三朗（公益財団法人熊本県スポーツ協会常務理事） 

             入江 美由紀（公益社団法人熊本県建築士会） 

             吉永 賢一郎（日本公認会計士協会南九州会公認会計士） 

             緒方 美和（熊本県社会保険労務士会） 

 （３）指定管理候補者に関する意見 

    熊本県民総合運動公園の指定管理候補者として「熊本県スポーツ振興事業団・ミ

ズノグループ」が適当。 

 【選考委員会における採点集計結果】 
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・類似施設の運営実績

事業計画書の内容が、住民の平等
な利用を確保することができるも
のであるか。

96点

施設名：熊本県民総合運動公園

・

・

Ａ社
【熊本県スポーツ振
興事業団・ミズノグ

ループ】

収支計画の内容、適格性及び実現の
可能性

100点

サービスの向上を図るための具体的
手法及び期待される効果

47点

審査基準 審査項目

175点 157点

施設の設置目的及び県が示した管理
の方針 適・否 適
住民の施設の平等な利用の確保

配点

その他、当該公の施設の設置
目的を達成するために必要と
認める事項。

50点

3

事業計画書に沿った管理を安
定して行うために必要な人員
及び財政的基礎を有している
か。

安定的な運営が可能となる人的能力

175点

合　計　点 500点 462点

162点

利用者の苦情や要望に対する取組内
容
施設、設備の保全及び補修、修繕に
対する実施内容

安定的な運営が可能となる経理的基
盤

4

・

・

施設の維持管理の内容、適格性及び
実現の可能性

2
事業計画書の内容が、管理に
係る経費の縮減が図られるも
のであるか。

1
事業計画書の内容が、当該公
の施設の効用を最大限に発揮
させるものであるか。

利用者の増加を図るための具体的手
法及び期待される効果

施設の管理運営に係る経費の内容

（35点×5名）

（20点×5名）

（35点×5名）

（10点×5名）

（100点×5名）


